
2022.9.29担当社長/信田

■議員改選特集号
 ２号議員と３号議員決定
　議員の選挙及び選挙人名簿の縦覧に関する告示
　３号議員の選任に関する告示
　２号議員の選任に関する告示

10月8日から16日まで北見駅周辺で実施される、３年ぶりの「きたみ菊まつり」
（第70回）と「オホーツク北見ハロウィーンフェスティバル」（第７回）が北見の
秋に彩りを添えます（写真は昨年の同まつりの代替の菊花展示と同フェス）

　北見商工会議所３号議員（定員12人）を次の通
り選任した。

記
　　五十嵐建設株式会社
　　　（北見市北５条西７丁目）
　　北見信用金庫
　　　（北見市大通東１丁目）
　　北見通運株式会社
　　　（北見市豊地93）
　　住友生命保険相互会社北見支社
　　　（北見市大通西４丁目）
　　東日本電信電話株式会社北海道東支店北見営業支店
　　　（北見市中央町２）
　　株式会社ほくべい
　　　（北見市北３条西１丁目）
　　株式会社北洋銀行北見中央支店
　　　（北見市北２条東１丁目）
　　北海道ガス株式会社北見支店
　　　（北見市北７条東１丁目）
　　北海道北見バス株式会社
　　　（北見市南町１丁目）
　　株式会社北海道銀行北見支店
　　　（北見市北１条西１丁目）
　　北海道電力ネットワーク株式会社北見支店
　　　（北見市北８条東１丁目）
　　北海道糖業株式会社北見製糖所
　　　（北見市北上101）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　北見商工会議所２号議員を次の通り各部会に
おいて選任した。
　　　　　　　　　　記

　商業部会 選任日　９月26日
　　食品商業分科会
　　　株式会社坂口精肉店 
　　　　（北見市北央町82）
　　身回品商業分科会
　　　株式会社勉強屋本部
　　　　（北見市北２条西２丁目）
　　住宅関連商業分科会
　　　株式会社海田鋼材
　　　　（北見市大通西３丁目）
　　一般商業分科会
　　　株式会社小柳中央堂
　　　　（北見市卸町１丁目）
　　　有限会社小柳仏壇店
　　　　（北見市本町５丁目）

　工業部会 選任日　９月26日
　　　株式会社菓子處大丸
　　　　（北見市北２条西２丁目）

　　　株式会社坂井印刷
　　　　（北見市桜町１丁目）
　　　株式会社マルニ西木材店
　　　　（北見市東相内町14）

　建設業部会 選任日　９月26日
　　　岡村建設株式会社
　　　　（北見市北１条東５丁目）
　　　鐘ヶ江建設株式会社
　　　　（北見市北４条東７丁目）
　　　北見管工事事業協同組合
　　　　（北見市北進町３丁目）
　　　株式会社中神土木設計事務所
　　　　（北見市寿町３丁目）
　　　北辰土建株式会社
　　　　（北見市北10条東４丁目）
　　　北成建設株式会社
　　　　（北見市北５条東３丁目）
　　　北洋建設株式会社
　　　　（北見市本町３丁目）

　理財部会 選任日　９月28日
　　　株式会社北見メッセ
　　　　（北見市中央三輪５丁目）
　　　阪　田　　　裕
　　　　（北見市本町２丁目）
　　　株式会社セクト 
　　　　（北見市とん田東町404）

　サービス業部会 選任日　９月28日
　　観光・飲食業分科会
　　　北一食品株式会社
　　　　（北見市常盤町４丁目）
　　　北見観光開発株式会社 
　　　　（北見市北３条西３丁目）
　　庶業分科会
　　　北見情報技術株式会社
　　　　（北見市三楽町195）
　　　学校法人栗原学園 
　　　　（北見市常盤町３丁目）
　　　株式会社東亜リサーチ 
　　　　（北見市北６条西５丁目）
　　　株式会社メンティス
　　　　（北見市大通西４丁目）

　運輸車輌部会 選任日　９月28日
　　   株式会社安全 
　　　　（北見市光西町172）
　　　北見日産自動車株式会社 
　　　　（北見市常盤町６丁目）
　　　ネッツトヨタ北見株式会社
　　　　（北見市東三輪３丁目）

 令和４年９月29日
　      北見商工会議所選挙委員長　市 川 　 道 博
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議
員
制
度

　
商
工
会
議
所
に
は
、
商
工
会
議
所
法
に

基
づ
き
、
会
員
の
中
か
ら
選
ぶ
「
議
員
」

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
同
法
に
よ
り

立
候
補
制
の
「
１
号
議
員
」、
部
会
が
選

出
す
る
「
２
号
議
員
」、
会
頭
が
常
議
員

会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
「
３
号
議

員
」
に
区
分
さ
れ
、
各
議
員
の
定
数
は
当

所
定
款
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
会
員
の
代
表
で
あ
る
議
員
は
、
当
所
の

最
高
意
思
決
定
機
関
「
議
員
総
会
」
の
構

成
員
と
な
り
、
商
工
会
議
所
の
運
営
に
必

要
な
事
業
計
画
・
予
算
な
ど
の
重
要
事
項

の
審
議
・
決
定
、
役
員
の
選
任
な
ど
に
関

わ
る
と
と
も
に
、
事
業
推
進
の
中
心
的
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
各
号
の
議
員
の

選
出
方
法
は
異
な
り
ま
す
が
、
議
員
の
権

限
に
差
異
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
職
務
を
遂

行
し
ま
す
。

　
現
議
員
の
任
期
は
10
月
31
日
を
も
っ
て

満
了
し
ま
す
。
こ
の
た
め
９
月
中
旬
か
ら

新
し
い
議
員
の
改
選
作
業
を
進
め
て
い
ま

す
。
議
員
の
選
挙
は
、
商
工
会
議
所
法
、

当
所
の
定
款
、
選
挙
規
則
に
基
づ
き
行
わ

れ
ま
す
。

　
当
所
議
員
の
定
数
は
、
１
号
議
員
41
人
、

２
号
議
員
27
人
、
３
号
議
員
12
人
の
合
わ

せ
て
80
人
と
定
款
で
規
定
し
て
い
ま
す
。

　
選
挙
委
員
長
に
市
川
道
博
氏

　
６
月
の
第
３
２
６
回
常
議
員
会
で
選
挙

日
程
と
選
挙
委
員
（
市
川
道
博
氏
、
成
中

健
二
氏
、
福
地
博
行
氏
）、
９
月
14
日
の

第
１
回
選
挙
委
員
会
で
委
員
長
を
市
川
氏
、

９
月
20
日
の
第
２
回
選
挙
委
員
会
で
選
挙

関
連
の
告
示
内
容
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
会
頭
選
任
の「
３
号
議
員
」決
定

　
９
月
20
日
の
第
３
２
７
回
常
議
員
会
、

第
２
１
４
回
臨
時
議
員
総
会
で
は
、
各
部

会
の
２
号
議
員
の
割
当
数
、
会
頭
が
常
議

員
会
の
同
意
を
得
て
会
員
の
中
か
ら
選
任

す
る
３
号
議
員
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
３

号
議
員
の
顔
ぶ
れ
は
本
紙
３
頁
の
と
お
り
。

　
ま
た
、
舛
川
会
頭
は
同
常
議
員
会
、
同

臨
時
議
員
総
会
の
冒
頭
の
あ
い
さ
つ
の
中

で
、
議
員
と
同
様
に
10
月
末
で
任
期
満
了

と
な
る
会
頭
職
を
引
き
続
き
務
め
る
旨
の

意
向
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　
部
会
選
出
の「
２
号
議
員
」決
定

　
６
部
会
が
部
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る

２
号
議
員
の
各
部
会
の
割
当
数
は
、
各
部

会
の
部
会
員
数
、
会
費
持
口
数
に
よ
る
選

挙
権
の
個
数
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

  

今
回
の
２
号
議
員
の
選
任
に
関
わ
る
部

会
の
割
当
数
は
、
商
業
部
会
は
食
品
商
業

分
科
会
1
人
、
身
回
品
商
業
分
科
会
1
人
、

住
宅
関
連
商
業
分
科
会
1
人
、
一
般
商
業

分
科
会
２
人
の
計
５
人
、
工
業
部
会
は
３

人
、
建
設
業
部
会
は
７
人
、
理
財
部
会
は

３
人
、
サ
ー
ビ
ス
業
部
会
は
観
光
・
飲
食

業
分
科
会
２
人
、
庶
業
分
科
会
４
人
の
計

６
人
、
運
輸
車
輌
部
会
は
３
人
と
な
り
ま

し
た
。

　
割
当
数
の
決
定
を
受
け
て
、
９
月
26
・

28
日
に
各
部
会
が
開
か
れ
、
２
号
議
員
の

選
任
を
行
い
ま
し
た
。
２
号
議
員
の
顔
ぶ

れ
は
本
紙
３
頁
の
告
示
の
と
お
り
。

　
立
候
補
制
の「
１
号
議
員
」選
出

　
立
候
補
制
の
１
号
議
員
に
つ
い
て
は
、

立
候
補
の
届
出
を
10
月
２
日
か
ら
10
月
11

日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
13
日
の
立
候
補

辞
退
期
限
を
経
て
、
立
候
補
者
数
が
定
数

の
41
人
を
上
回
っ
た
場
合
、
14
日
に
選
挙

（
投
票
・
開
票
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
１
号
議
員
に
立
候
補
で
き
る
（
被
選
挙

権
）
の
は
、
当
所
地
区
（
北
見
自
治
区
）

で
６
カ
月
以
上
営
業
し
て
い
る
商
工
業
者

で
、
今
年
10
月
11
日
ま
で
に
当
所
に
加
入

し
、
会
費
を
完
納
し
て
い
る
会
員
。

　
投
票
は
単
記
無
記
名
方
式
。
立
候
補
者

の
中
か
ら
１
人
を
選
び
、
氏
名
ま
た
は
名

称
を
記
入
し
た
投
票
用
紙
を
投
票
箱
に
入

れ
ま
す
。
公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
選
挙
と

大
き
く
違
う
の
は
、
代
理
投
票
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
立
候
補
者
は
、
投
票
日

前
に
、
会
員
や
特
定
商
工
業
者
の
代
理
投

票
承
認
書
を
集
め
て
、
代
理
投
票
の
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
会
員
の
選
挙
権
は
会
費
口
数
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
会
費
の
最
初
の
１
口
に
つ

き
、
２
個
（
票
）
の
選
挙
権
が
あ
り
、
以

降
は
１
口
１
個
（
票
）。
持
ち
口
数
を
増

や
せ
ば
選
挙
権
は
増
え
ま
す
が
、
会
員
１

人
の
限
度
は
50
個
（
票
）
ま
で
。

　
投
票
で
き
る
（
選
挙
権
）
の
は
、
今
年

10
月
11
日
時
点
で
当
所
会
員
で
あ
り
、
令

和
３
・
令
和
４
年
度
（
今
年
度
加
入
会
員

は
令
和
４
年
度
）
の
会
費
を
完
納
し
て
い

る
法
人
・
個
人
。
会
員
以
外
の
特
定
商
工

業
者
で
令
和
３
・
令
和
４
年
度
の
負
担
金

を
10
月
11
日
ま
で
に
納
入
し
て
い
る
法

人
・
個
人
。

　
特
定
商
工
業
者
は
、
当
所
の
地
区
内
で

資
本
金
３
０
０
万
円
以
上
の
法
人
、
ま
た

は
従
業
員
20
人
以
上
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
は
５
人
以
上
）
の
法
人
・
個
人
。
商
工

会
議
所
の
法
定
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
準
会

員
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

被
選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
選
挙
権
１

個
（
票
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
会
員
・
会
員
以
外
の
特
定
商
工
業
者
を

対
象
に
し
た
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
は
10
月

５
日
か
ら
11
日
ま
で
（
異
議
申
立
期
間
）、

同
11
日
午
後
５
時
に
同
名
簿
が
確
定
さ
れ

ま
す
。

　
11
月
に
新
し
い
役
員
を
選
出

　
１
号
議
員
、
２
号
議
員
、
３
号
議
員
の

決
定
を
受
け
て
、
11
月
１
日
に
は
、
新
役

員
を
決
め
る
臨
時
議
員
総
会
が
開
か
れ
ま

す
。
役
員
は
、
会
頭
（
１
人
）、
副
会
頭

（
３
人
）、
専
務
理
事
（
１
人
）、
常
議
員

（
26
人
）、
監
事
（
３
人
）。

　
会
頭
は
、
議
員
総
会
で
会
員
の
中
か
ら

選
任
さ
れ
る
当
所
の
代
表
者
。
副
会
頭
は
、

議
員
総
会
の
同
意
を
得
て
、
会
頭
が
会
員

の
中
か
ら
選
任
。
専
務
理
事
も
議
員
総
会

の
同
意
を
得
て
会
頭
が
選
任
。
常
議
員
は
、

議
員
総
会
で
議
員
の
中
か
ら
、
監
事
は
、

会
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
新
し
い
議

員
、
役
員
の
任
期
は
同
１
日
か
ら
令
和
７

年
10
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
議
員
改
選
に
つ
い
て
、
不
明
な
点
は
、

当
所
総
務
部
（
電
話
23
―

４
１
１
１
）
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　本商工会議所議員の選挙を次のとおり施行する。
　　　　　　　　　　　記
 １． １号議員の選挙
（1） 選挙する議員の数
 41人
（2） 立候補の届出期間
 10月２日午前９時から10月11日午後５時まで
（3） 投票場および開票場
 北見商工会議所
（4） 投票日の日時
 10月14日午前10時から午後３時まで
（5） 開票の日時
 投票日の投票終了次第
 ２． 選挙人名簿の縦覧
（1） 選挙人名簿の縦覧及び異議申立期間
 10月５日午前９時から10月11日午後５時まで
（2） 選挙人名簿の確定
 10月11日午後５時
（3） 選挙人名簿縦覧の場所
 北見商工会議所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年９月22日

 　    　  　  北見商工会議所選挙委員長 　市川　道博

議員の選挙及び選挙人名簿の縦覧に関する告示

　
北
見
商
工
会
議
所
の
現
在
の
議
員
の
任
期
は
、
10
月
31
日
に
満
了
と

な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
９
月
中
旬
か
ら
新
し
い
議
員
の
改
選
作
業
を

進
め
て
お
り
、
す
で
に
２
号
議
員
と
３
号
議
員
が
決
定
。
１
号
議
員
に

つ
い
て
は
、
立
候
補
者
数
が
定
数
を
上
回
っ
た
場
合
、
10
月
14
日
を
選

挙
日
に
予
定
。
舛
川
誠
会
頭
は
９
月
20
日
に
開
か
れ
た
議
員
改
選
を
主

な
議
題
と
し
た
第
３
２
７
回
常
議
員
会
と
第
２
１
４
回
臨
時
議
員
総
会

で
、
会
頭
職
の
続
投
を
表
明
し
ま
し
た
。
新
役
員
を
決
め
る
臨
時
議
員

総
会
は
11
月
１
日
に
開
か
れ
ま
す
。

２号議員と３号議員決定
１号議員立候補の受付は10月２日から

舛
川
会
頭 

続
投
を
表
明

特 集 議 員 改 選

２号議員の部会割当数を決めた臨時議員総会
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議
員
制
度

　
商
工
会
議
所
に
は
、
商
工
会
議
所
法
に

基
づ
き
、
会
員
の
中
か
ら
選
ぶ
「
議
員
」

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
同
法
に
よ
り

立
候
補
制
の
「
１
号
議
員
」、
部
会
が
選

出
す
る
「
２
号
議
員
」、
会
頭
が
常
議
員

会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
「
３
号
議

員
」
に
区
分
さ
れ
、
各
議
員
の
定
数
は
当

所
定
款
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
会
員
の
代
表
で
あ
る
議
員
は
、
当
所
の

最
高
意
思
決
定
機
関
「
議
員
総
会
」
の
構

成
員
と
な
り
、
商
工
会
議
所
の
運
営
に
必

要
な
事
業
計
画
・
予
算
な
ど
の
重
要
事
項

の
審
議
・
決
定
、
役
員
の
選
任
な
ど
に
関

わ
る
と
と
も
に
、
事
業
推
進
の
中
心
的
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
各
号
の
議
員
の

選
出
方
法
は
異
な
り
ま
す
が
、
議
員
の
権

限
に
差
異
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
職
務
を
遂

行
し
ま
す
。

　
現
議
員
の
任
期
は
10
月
31
日
を
も
っ
て

満
了
し
ま
す
。
こ
の
た
め
９
月
中
旬
か
ら

新
し
い
議
員
の
改
選
作
業
を
進
め
て
い
ま

す
。
議
員
の
選
挙
は
、
商
工
会
議
所
法
、

当
所
の
定
款
、
選
挙
規
則
に
基
づ
き
行
わ

れ
ま
す
。

　
当
所
議
員
の
定
数
は
、
１
号
議
員
41
人
、

２
号
議
員
27
人
、
３
号
議
員
12
人
の
合
わ

せ
て
80
人
と
定
款
で
規
定
し
て
い
ま
す
。

　
選
挙
委
員
長
に
市
川
道
博
氏

　
６
月
の
第
３
２
６
回
常
議
員
会
で
選
挙

日
程
と
選
挙
委
員
（
市
川
道
博
氏
、
成
中

健
二
氏
、
福
地
博
行
氏
）、
９
月
14
日
の

第
１
回
選
挙
委
員
会
で
委
員
長
を
市
川
氏
、

９
月
20
日
の
第
２
回
選
挙
委
員
会
で
選
挙

関
連
の
告
示
内
容
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
会
頭
選
任
の「
３
号
議
員
」決
定

　
９
月
20
日
の
第
３
２
７
回
常
議
員
会
、

第
２
１
４
回
臨
時
議
員
総
会
で
は
、
各
部

会
の
２
号
議
員
の
割
当
数
、
会
頭
が
常
議

員
会
の
同
意
を
得
て
会
員
の
中
か
ら
選
任

す
る
３
号
議
員
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
３

号
議
員
の
顔
ぶ
れ
は
本
紙
３
頁
の
と
お
り
。

　
ま
た
、
舛
川
会
頭
は
同
常
議
員
会
、
同

臨
時
議
員
総
会
の
冒
頭
の
あ
い
さ
つ
の
中

で
、
議
員
と
同
様
に
10
月
末
で
任
期
満
了

と
な
る
会
頭
職
を
引
き
続
き
務
め
る
旨
の

意
向
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　
部
会
選
出
の「
２
号
議
員
」決
定

　
６
部
会
が
部
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る

２
号
議
員
の
各
部
会
の
割
当
数
は
、
各
部

会
の
部
会
員
数
、
会
費
持
口
数
に
よ
る
選

挙
権
の
個
数
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

  

今
回
の
２
号
議
員
の
選
任
に
関
わ
る
部

会
の
割
当
数
は
、
商
業
部
会
は
食
品
商
業

分
科
会
1
人
、
身
回
品
商
業
分
科
会
1
人
、

住
宅
関
連
商
業
分
科
会
1
人
、
一
般
商
業

分
科
会
２
人
の
計
５
人
、
工
業
部
会
は
３

人
、
建
設
業
部
会
は
７
人
、
理
財
部
会
は

３
人
、
サ
ー
ビ
ス
業
部
会
は
観
光
・
飲
食

業
分
科
会
２
人
、
庶
業
分
科
会
４
人
の
計

６
人
、
運
輸
車
輌
部
会
は
３
人
と
な
り
ま

し
た
。

　
割
当
数
の
決
定
を
受
け
て
、
９
月
26
・

28
日
に
各
部
会
が
開
か
れ
、
２
号
議
員
の

選
任
を
行
い
ま
し
た
。
２
号
議
員
の
顔
ぶ

れ
は
本
紙
３
頁
の
告
示
の
と
お
り
。

　
立
候
補
制
の「
１
号
議
員
」選
出

　
立
候
補
制
の
１
号
議
員
に
つ
い
て
は
、

立
候
補
の
届
出
を
10
月
２
日
か
ら
10
月
11

日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
13
日
の
立
候
補

辞
退
期
限
を
経
て
、
立
候
補
者
数
が
定
数

の
41
人
を
上
回
っ
た
場
合
、
14
日
に
選
挙

（
投
票
・
開
票
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
１
号
議
員
に
立
候
補
で
き
る
（
被
選
挙

権
）
の
は
、
当
所
地
区
（
北
見
自
治
区
）

で
６
カ
月
以
上
営
業
し
て
い
る
商
工
業
者

で
、
今
年
10
月
11
日
ま
で
に
当
所
に
加
入

し
、
会
費
を
完
納
し
て
い
る
会
員
。

　
投
票
は
単
記
無
記
名
方
式
。
立
候
補
者

の
中
か
ら
１
人
を
選
び
、
氏
名
ま
た
は
名

称
を
記
入
し
た
投
票
用
紙
を
投
票
箱
に
入

れ
ま
す
。
公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
選
挙
と

大
き
く
違
う
の
は
、
代
理
投
票
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
立
候
補
者
は
、
投
票
日

前
に
、
会
員
や
特
定
商
工
業
者
の
代
理
投

票
承
認
書
を
集
め
て
、
代
理
投
票
の
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
会
員
の
選
挙
権
は
会
費
口
数
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
会
費
の
最
初
の
１
口
に
つ

き
、
２
個
（
票
）
の
選
挙
権
が
あ
り
、
以

降
は
１
口
１
個
（
票
）。
持
ち
口
数
を
増

や
せ
ば
選
挙
権
は
増
え
ま
す
が
、
会
員
１

人
の
限
度
は
50
個
（
票
）
ま
で
。

　
投
票
で
き
る
（
選
挙
権
）
の
は
、
今
年

10
月
11
日
時
点
で
当
所
会
員
で
あ
り
、
令

和
３
・
令
和
４
年
度
（
今
年
度
加
入
会
員

は
令
和
４
年
度
）
の
会
費
を
完
納
し
て
い

る
法
人
・
個
人
。
会
員
以
外
の
特
定
商
工

業
者
で
令
和
３
・
令
和
４
年
度
の
負
担
金

を
10
月
11
日
ま
で
に
納
入
し
て
い
る
法

人
・
個
人
。

　
特
定
商
工
業
者
は
、
当
所
の
地
区
内
で

資
本
金
３
０
０
万
円
以
上
の
法
人
、
ま
た

は
従
業
員
20
人
以
上
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
は
５
人
以
上
）
の
法
人
・
個
人
。
商
工

会
議
所
の
法
定
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
準
会

員
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

被
選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
選
挙
権
１

個
（
票
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
会
員
・
会
員
以
外
の
特
定
商
工
業
者
を

対
象
に
し
た
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
は
10
月

５
日
か
ら
11
日
ま
で
（
異
議
申
立
期
間
）、

同
11
日
午
後
５
時
に
同
名
簿
が
確
定
さ
れ

ま
す
。

　
11
月
に
新
し
い
役
員
を
選
出

　
１
号
議
員
、
２
号
議
員
、
３
号
議
員
の

決
定
を
受
け
て
、
11
月
１
日
に
は
、
新
役

員
を
決
め
る
臨
時
議
員
総
会
が
開
か
れ
ま

す
。
役
員
は
、
会
頭
（
１
人
）、
副
会
頭

（
３
人
）、
専
務
理
事
（
１
人
）、
常
議
員

（
26
人
）、
監
事
（
３
人
）。

　
会
頭
は
、
議
員
総
会
で
会
員
の
中
か
ら

選
任
さ
れ
る
当
所
の
代
表
者
。
副
会
頭
は
、

議
員
総
会
の
同
意
を
得
て
、
会
頭
が
会
員

の
中
か
ら
選
任
。
専
務
理
事
も
議
員
総
会

の
同
意
を
得
て
会
頭
が
選
任
。
常
議
員
は
、

議
員
総
会
で
議
員
の
中
か
ら
、
監
事
は
、

会
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
新
し
い
議

員
、
役
員
の
任
期
は
同
１
日
か
ら
令
和
７

年
10
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
議
員
改
選
に
つ
い
て
、
不
明
な
点
は
、

当
所
総
務
部
（
電
話
23
―

４
１
１
１
）
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　本商工会議所議員の選挙を次のとおり施行する。
　　　　　　　　　　　記
 １． １号議員の選挙
（1） 選挙する議員の数
 41人
（2） 立候補の届出期間
 10月２日午前９時から10月11日午後５時まで
（3） 投票場および開票場
 北見商工会議所
（4） 投票日の日時
 10月14日午前10時から午後３時まで
（5） 開票の日時
 投票日の投票終了次第
 ２． 選挙人名簿の縦覧
（1） 選挙人名簿の縦覧及び異議申立期間
 10月５日午前９時から10月11日午後５時まで
（2） 選挙人名簿の確定
 10月11日午後５時
（3） 選挙人名簿縦覧の場所
 北見商工会議所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年９月22日

 　    　  　  北見商工会議所選挙委員長 　市川　道博

議員の選挙及び選挙人名簿の縦覧に関する告示

　
北
見
商
工
会
議
所
の
現
在
の
議
員
の
任
期
は
、
10
月
31
日
に
満
了
と

な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
９
月
中
旬
か
ら
新
し
い
議
員
の
改
選
作
業
を

進
め
て
お
り
、
す
で
に
２
号
議
員
と
３
号
議
員
が
決
定
。
１
号
議
員
に

つ
い
て
は
、
立
候
補
者
数
が
定
数
を
上
回
っ
た
場
合
、
10
月
14
日
を
選

挙
日
に
予
定
。
舛
川
誠
会
頭
は
９
月
20
日
に
開
か
れ
た
議
員
改
選
を
主

な
議
題
と
し
た
第
３
２
７
回
常
議
員
会
と
第
２
１
４
回
臨
時
議
員
総
会

で
、
会
頭
職
の
続
投
を
表
明
し
ま
し
た
。
新
役
員
を
決
め
る
臨
時
議
員

総
会
は
11
月
１
日
に
開
か
れ
ま
す
。

２号議員と３号議員決定
１号議員立候補の受付は10月２日から

舛
川
会
頭 

続
投
を
表
明

特 集 議 員 改 選

２号議員の部会割当数を決めた臨時議員総会



2022.9.29担当社長/信田

■議員改選特集号
 ２号議員と３号議員決定
　議員の選挙及び選挙人名簿の縦覧に関する告示
　３号議員の選任に関する告示
　２号議員の選任に関する告示

10月8日から16日まで北見駅周辺で実施される、３年ぶりの「きたみ菊まつり」
（第70回）と「オホーツク北見ハロウィーンフェスティバル」（第７回）が北見の
秋に彩りを添えます（写真は昨年の同まつりの代替の菊花展示と同フェス）

　北見商工会議所３号議員（定員12人）を次の通
り選任した。

記
　　五十嵐建設株式会社
　　　（北見市北５条西７丁目）
　　北見信用金庫
　　　（北見市大通東１丁目）
　　北見通運株式会社
　　　（北見市豊地93）
　　住友生命保険相互会社北見支社
　　　（北見市大通西４丁目）
　　東日本電信電話株式会社北海道東支店北見営業支店
　　　（北見市中央町２）
　　株式会社ほくべい
　　　（北見市北３条西１丁目）
　　株式会社北洋銀行北見中央支店
　　　（北見市北２条東１丁目）
　　北海道ガス株式会社北見支店
　　　（北見市北７条東１丁目）
　　北海道北見バス株式会社
　　　（北見市南町１丁目）
　　株式会社北海道銀行北見支店
　　　（北見市北１条西１丁目）
　　北海道電力ネットワーク株式会社北見支店
　　　（北見市北８条東１丁目）
　　北海道糖業株式会社北見製糖所
　　　（北見市北上101）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　北見商工会議所２号議員を次の通り各部会に
おいて選任した。
　　　　　　　　　　記

　商業部会 選任日　９月26日
　　食品商業分科会
　　　株式会社坂口精肉店 
　　　　（北見市北央町82）
　　身回品商業分科会
　　　株式会社勉強屋本部
　　　　（北見市北２条西２丁目）
　　住宅関連商業分科会
　　　株式会社海田鋼材
　　　　（北見市大通西３丁目）
　　一般商業分科会
　　　株式会社小柳中央堂
　　　　（北見市卸町１丁目）
　　　有限会社小柳仏壇店
　　　　（北見市本町５丁目）

　工業部会 選任日　９月26日
　　　株式会社菓子處大丸
　　　　（北見市北２条西２丁目）

　　　株式会社坂井印刷
　　　　（北見市桜町１丁目）
　　　株式会社マルニ西木材店
　　　　（北見市東相内町14）

　建設業部会 選任日　９月26日
　　　岡村建設株式会社
　　　　（北見市北１条東５丁目）
　　　鐘ヶ江建設株式会社
　　　　（北見市北４条東７丁目）
　　　北見管工事事業協同組合
　　　　（北見市北進町３丁目）
　　　株式会社中神土木設計事務所
　　　　（北見市寿町３丁目）
　　　北辰土建株式会社
　　　　（北見市北10条東４丁目）
　　　北成建設株式会社
　　　　（北見市北５条東３丁目）
　　　北洋建設株式会社
　　　　（北見市本町３丁目）

　理財部会 選任日　９月28日
　　　株式会社北見メッセ
　　　　（北見市中央三輪５丁目）
　　　阪　田　　　裕
　　　　（北見市本町２丁目）
　　　株式会社セクト 
　　　　（北見市とん田東町404）

　サービス業部会 選任日　９月28日
　　観光・飲食業分科会
　　　北一食品株式会社
　　　　（北見市常盤町４丁目）
　　　北見観光開発株式会社 
　　　　（北見市北３条西３丁目）
　　庶業分科会
　　　北見情報技術株式会社
　　　　（北見市三楽町195）
　　　学校法人栗原学園 
　　　　（北見市常盤町３丁目）
　　　株式会社東亜リサーチ 
　　　　（北見市北６条西５丁目）
　　　株式会社メンティス
　　　　（北見市大通西４丁目）

　運輸車輌部会 選任日　９月28日
　　   株式会社安全 
　　　　（北見市光西町172）
　　　北見日産自動車株式会社 
　　　　（北見市常盤町６丁目）
　　　ネッツトヨタ北見株式会社
　　　　（北見市東三輪３丁目）

 令和４年９月29日
　      北見商工会議所選挙委員長　市 川 　 道 博
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